
議 会 運 営 委 員 会 
日時：令和５年３月１５日（水） 

午後１時３０分～ 

場所：本館３階 議場 

 

事 件 

 

１）令和５年３月熊取町議会定例会における追加議案の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）その他 
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様式１ 

追 加 予 定 議 案  担当部 説明者又は報告者 

・家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 
 

・放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 
 

・特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 
 

・令和５年度熊取町一般会計補正予算

（第１号） 

 

 健 康 福 祉 部 

 

 

 

健 康 福 祉 部 

 

 

 

健 康 福 祉 部 

 

 

 

総 合 政 策 部 

健 康 福 祉 部 理 事 

（ 松 浪  敬 一 ） 

 

 

健 康 福 祉 部 理 事 

（ 松 浪  敬 一 ） 

 

 

健 康 福 祉 部 理 事 

（ 松 浪  敬 一 ） 

 

 

総 合 政 策 部 理 事 

（ 野 津     惠 ） 

 
 
様式２ 

報  告  案  件 担当部 説明者又は報告者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行 政 報 告 事 項 担当部 説明者又は報告者 
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令和5年3月29日（水）午前10時開議

日程第1 議案第3号 熊取町まち・ひと・しごと創生基金条例

日程第2 議案第4号 熊取町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

日程第3 議案第5号 退職手当条例の一部を改正する条例

日程第4 議案第12号 令和４年度熊取町一般会計補正予算（第１４号）

日程第5 議案第6号 子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

日程第6 議案第7号 ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例

日程第7 議案第8号 重度障がい者医療費助成条例の一部を改正する条例

日程第8 議案第9号 国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第9 議案第10号 町道路線認定及び廃止について

日程第10 議案第11号 町道路線認定について

日程第11 議案第13号 令和４年度熊取町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第14号 令和４年度熊取町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

日程第13 議案第15号 令和５年度熊取町一般会計予算

日程第14 議案第16号 令和５年度熊取町国民健康保険事業特別会計予算

日程第15 議案第17号 令和５年度熊取町後期高齢者医療特別会計予算

日程第16 議案第18号 令和５年度熊取町介護保険特別会計予算

日程第17 議案第19号 令和５年度熊取町墓地事業特別会計予算

日程第18 議案第20号 令和５年度熊取町下水道事業会計予算

令和5年3月熊取町議会定例会議事日程（案）
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日程第1 議案第21号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例

日程第2 議案第22号 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

日程第3 議案第23号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例

日程第4 議案第24号 令和５年度熊取町一般会計補正予算（第１号）

日程第5 委員会提出議案
第１号

熊取町議会の個人情報の保護に関する条例

日程第6 　議員提出議案
　　第　号

日程第7 　議員提出議案
　　第　号

日程第8 　議員提出議案
　　第　号

日程第9 　議員提出議案
　　第　号

日程第10 　議員提出議案
　　第　号

日程第11 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について

追加議事日程（案）
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                （案） 

 

委員会提出議案第  １ 号 

 

 

熊取町議会の個人情報の保護に関する条例 

 

 みだしの件について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 109 条第６項及び議会

会議規則第 13 条第３項の規定により提出する。 

 

 

令和 ５ 年 ３ 月２９日提出 

 

議会運営委員会       

委員長  江 川  慶 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37 号）

の規定により、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号。以下「法」という。）

が改正され、議会が改正後の同法の適用除外となることから、議会における個人情報の保護

に関する条例を新たに制定する必要が生じたため、この条例案を提出するものです。 
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熊取町議会の個人情報の保護に関する条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条－第 16 条） 

第３章 個人情報ファイル（第 17条） 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第 18 条－第 30条） 

第２節 訂正（第 31 条－第 37条） 

第３節 利用停止（第 38条－第 43条） 

第４節 審査請求（第 44条－第 46条） 

第５章 雑則（第 47 条－第 51条） 

第６章 罰則（第 52 条－第 56条） 

 附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、熊取町議会（以下「議会」という。）における個人情報の適正な取扱

いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用

停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営

を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の

各号のいずれかに該当するものをいう。 

（１） 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁

的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。次項第２号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同

じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された

一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。） 

（２） 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。 

（１） 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

（２） 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り
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当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方

式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購

入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、

若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を

識別することができるもの 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定めるもの等

が含まれる個人情報をいう。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員（以下この章から第３

章まで及び第６章において「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した個人情報で

あって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、

情報公開条例（平成 10年条例第 28号）第２条第２号に規定する情報（以下「行政文書」

という。）に記録されているものに限る。 

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるものをいう。 

（１） 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に構成したもの 

（２） 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、

その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系

的に構成したもの 

６ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定

の個人をいう。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

（１） 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削

除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。）。 

（２） 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全

部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法

により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて

当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができない

ようにしたものをいう。 
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（１） 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削

除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。）。 

（２） 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全

部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法

により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人

情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するた 

めの番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27号。以下「番号利用法」という。） 

第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特

定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものを

いう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103

号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律（平成 15年

法律第 57号。以下「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第

118 号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。 

（議会の責務） 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講

ずるものとする。 

第２章 個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第 12条第２項第

２号及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属する事務を遂行

するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならな

い。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成

に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情

報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的

を明示しなければならない。 
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（１） 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

（２） 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

（３） 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共

団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとき。 

（４） 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個

人情報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実

と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 

（従事者の義務） 

第 10 条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の業務に

従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事して

いる派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和 60 年法律第 88 号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下この条

及び第 52 条において同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知

り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（漏えい等の通知） 

第 11 条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保

に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるもの

が生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知し

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ

れに代わるべき措置をとるとき。 

（２） 当該保有個人情報に第 20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 
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第 12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を

自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することがで

きる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供する

ことによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる

ときは、この限りでない。 

（１） 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

（２） 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人

情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当

の理由があるとき。 

（３） 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固

定資産評価審査委員会若しくは下水道事業の管理者の権限を行う町長、他の地方公共

団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定

する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人

情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係

る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由がある

とき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有

個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる

とき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げ

るものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情

報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又

は職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第 29条の規定は適用

しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の

中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 12 条第１項 法令に基づく場合を除 

き、利用目的以外の目的 

利用目的以外の目的 

自ら利用し、又は提供し

てはならない 

自ら利用してはならない 

第 12 条第２項 自ら利用し、又は提供す

る 

自ら利用する 

第 12 条第２項第１号 本人の同意があるとき、 人の生命、身体又は財産
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又は本人に提供するとき の保護のために必要があ

る場合であって、本人の

同意があり、又は本人の

同意を得ることが困難で

あるとき 

第 38 条第１項第１号 又は第12条第１項及び第

２項の規定に違反して利

用されているとき 

第12条第５項の規定によ

り読み替えて適用する同

条第１項及び第２項（第

１号に係る部分に限る。）

の規定に違反して利用さ

れているとき、番号利用

法第20条の規定に違反し

て収集され、若しくは保

管されているとき、又は

番号利用法第29条の規定

に違反して作成された特

定個人情報ファイル（番

号利用法第２条第９項に

規定する特定個人情報フ

ァイルをいう。）に記録

されているとき 

第 38 条第１項第２号 第12条第１項及び第２項 番号利用法第19条 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第 13 条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、

保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提

供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制

限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第 14 条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報

を個人情報として取得することが想定される場合に限る。）において、必要があると認め

るときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若し

くは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第 15 条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるものを除
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く。以下この条及び第 49 条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委

託を受けた者を除く。）に提供してはならない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等（仮名

加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法

第 41 条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。）を取得し、又は

当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をか

け、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事

業者による同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装

置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問するた

めに、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委

託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第 16 条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報

から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第 43条第１項の規定により行わ

れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合しては

ならない。 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準

に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委

託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第 17 条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについ

て、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情報

ファイル簿」という。）を作成し、公表しなければならない。 

（１） 個人情報ファイルの名称 

（２） 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

（３） 個人情報ファイルの利用目的 
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（４） 個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」という。）

及び本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限

る。次項第１号カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（次

項第２号において「記録範囲」という。） 

（５） 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」と

いう。）の収集方法 

（６） 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

（７） 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

（８） 次条第１項、第 31 条第１項又は第 38 条第１項の規定による請求を受理する組

織の名称及び所在地 

（９） 第 31 条第１項ただし書又は第 38 条第１項ただし書に該当するときは、その旨 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

（１） 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人

情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関す

る事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（議長が行う職員の採用試験に関

する個人情報ファイルを含む。） 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

ウ １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記

録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所

その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情

報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情

報ファイル 

（２） 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全

部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録

範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

（３） 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファ

イル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第

７号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報フ

ァイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は

事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の
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一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載

しないことができる。 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示 

（開示請求権） 

第 18 条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本

人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この

章において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以

下この章及び第 48条において「開示請求」という。）をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第 19 条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならない。 

（１） 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請

求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開

示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下

「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第 20 条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲

げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報

を開示しなければならない。 

（１） 開示請求者（第 18 条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす

る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第 27条第１

項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

（２） 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）若しく

は個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはで
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きないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22年法律第 120 号）第２条第１項に規

定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和 25年法

律第 261 号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員

をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

（３） 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の

事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法

人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

（４） 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相

互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼす

おそれがあるもの 

（５） 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又

は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事

務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるも

の 

ア 議長が第 24 条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合において、

犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく
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はその発見を困難にするおそれ 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（部分開示） 

第 21 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、

不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対

し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述

等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権

利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の

情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第 22 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であって

も、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、

当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第 23 条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否

を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第 24 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨

の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の

実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第

２号又は第３号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開

示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含

む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。 

（開示決定等の期限） 

第 25 条 開示決定等は、開示請求があった日から 14日以内にしなければならない。ただし、
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第 19条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当

該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を 15日以内に限り延長することができる。この場合において、議長

は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しな

ければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第 26 条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から

29 日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生

ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個

人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報に

ついては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条

第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

（１） この条の規定を適用する旨及びその理由 

（２） 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに

欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第 27 条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行

政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第 45 条第２項第３号及び第 46 条におい

て「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をする

に当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に

関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与える

ことができる。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 24条第１項の決定（以下この章に

おいて「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、

開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通

知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が

判明しない場合は、この限りでない。 

（１） 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であ

って、当該第三者に関する情報が第 20条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する

情報に該当すると認められるとき。 

（２） 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第 22 条の規定により開示し

ようとするとき。 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に
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関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定を

するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけれ

ばならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第 45 条にお

いて「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由

並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第 28 条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されていると

きは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化

の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有

個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画

の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、そ

の写しにより、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の

閲覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議

長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第 24 条第１項に規定する通知があった日から 30 日以内に

しなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき

正当な理由があるときは、この限りでない。 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第 29 条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報

が前条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示

の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定に

かかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。た

だし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この

限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文

の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（開示請求の手数料） 

第 30 条 開示請求に係る手数料の額は、無料とする。ただし、第 28 条第１項の規定によ

り行政文書の写し等の交付を受ける場合は、当該写し等の作成及び送付に要する費用は、

開示請求者が負担しなければならない。 

第２節 訂正 

（訂正請求権） 

第 31 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第 38 条第１

項において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところによ
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り、議長に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において

同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の

規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

（１） 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

（２） 開示決定に係る保有個人情報であって、第 29条第１項の他の法令の規定により

開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第 48条にお

いて「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第 32 条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならない。 

（１） 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

（３） 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂

正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以下

この章において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第 33 条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めると

きは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有

個人情報の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第 34 条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂

正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第 35 条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から 30

日以内にしなければならない。ただし、第 32条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を 30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長

は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しな

ければならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第 36 条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第

１項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

（１） この条の規定を適用する旨及びその理由 

（２） 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに

欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第 37 条 議長は、第 34 条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、そ

の旨を書面により通知するものとする。 

第３節 利用停止 

（利用停止請求権） 

第 38 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料

するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請

求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以

下この章において「利用停止」という。）に関して他の法令の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。 

（１） 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して

取り扱われているとき、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第

12 条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利

用の停止又は消去 

（２） 第 12 条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人

情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第 48条

において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならない。 

（利用停止請求の手続） 

第 39 条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請

求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 
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（１） 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

（２） 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を

特定するに足りる事項 

（３） 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停

止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請求に

あっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を

提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした

者（以下この章において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、そ

の補正を求めることができる。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第 40 条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると

認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、

当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該

保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると

認められるときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する措置） 

第 41 条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決

定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定

をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第 42 条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった

日から 30 日以内にしなければならない。ただし、第 39 条第３項の規定により補正を求

めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を 30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長

は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知

しなければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第 43 条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にか

かわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、

同条第１項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 
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（１） この条の規定を適用する旨及びその理由 

（２） 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと

もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。 

第４節 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第 44 条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第 45 条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、附属機関条例（平成 25年条例第１号）第１条に規定する個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。 

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を

開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されて

いる場合を除く。） 

（３） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正を

することとする場合 

（４） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停

止をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

（１） 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 13 条第４項に規定する参加人をいう。

以下この項及び次条第２号において同じ。） 

（２） 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参

加人である場合を除く。） 

（３） 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

第 46 条 第 27 条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

（１） 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

（２） 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨

の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第
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三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合

に限る。） 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第 47 条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限

る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るも

のが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難

であるものは、第４章（第４節を除く。）の規定の適用については、議会に保有されてい

ないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等） 

第 48 条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請求

等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができ

るよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切

な措置を講ずるものとする。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第 49 条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関す

る苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

（施行の状況の公表） 

第 50 条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するもの

とする。 

（委任） 

第 51 条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。 

第６章 罰則 

第 52 条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第 15 条第５項の委託を受

けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加

工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた

派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第２条第

５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを

含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 53 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は 50 万

円以下の罰金に処する。 

第 54 条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 55 条 前３条の規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 
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第 56 条 偽りその他不正の手段により、第 24 条第１項の決定に基づく保有個人情報の開

示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２条の規定は、公

布の日から施行する。 

 （個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条 個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第 26号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第８条のうち、附属機関条例（平成 25 年条例第１号）第１条第１号の表中第 19

項を第 20 項とし、第３項から第 18 項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に１項を加

える改正規定中 

 「 

３ 個人情報保護審査会 個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57 号）に基づく審査請求事件

についての調査審議に関すること。 

」を 

 「 

３ 個人情報保護審査会 個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57 号）及び熊取町議会の個人

情報の保護に関する条例（令和５年条例

第 号）に基づく審査請求事件について

の調査審議に関すること。 

」に改める。 
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1 意見書等

1)

（ 令和 5年 2 月 27 日 受付、第　 10038-1 号）

2)

（ 令和 5年 2 月 27 日 受付、第　 10038-2 号）

3)

（ 令和 5年 2 月 27 日 受付、第　 10038-3 号）

4)

（ 令和 5年 2 月 27 日 受付、第　 10038-4 号）

5)

（ 令和 5年 2 月 27 日 受付、第　 10038-5 号）

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求め
る意見書（案）

議会運営委員会資料

令和5年3月15日

意見書一覧

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案）

地域のグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）の促進を求める意見書
（案）

新型コロナ対策に対する意見書（案）

最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書（案）
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厚生労働大臣 加藤 勝信 殿 

財 務 大 臣 鈴木 俊一 殿 

 

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書（案） 

 

新型コロナウイルス感染症の罹患者の中で、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、い

わゆる後遺症を訴える方が増えている。実際に、倦怠感、呼吸困難感、集中力の低

下、記憶力の低下、睡眠障害など、仕事や学業の継続が困難になる方も多いと言わ

れている。 

後遺症は社会生活上、非常に影響が大きく、例えば、子どもの場合は自分から症状

を訴えることが難しいため、怠けていると捉えられてしまうおそれもある。 

感染拡大から３年が経過し、新型コロナへの向き合い方も変わる中で、後遺症に悩

み生活に大きな影響を受けている方々の治療等の確立は大変に重要な課題である。 

よって政府に対して、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人

一人の日常を守るために、以下の事項について積極的な取り組みを求める。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋

痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群（ME/CFS）との関連も含めた、実態調査を推進す

ること。 

 

２．一部医療機関で実施されている、B スポット療法（EAT・上咽頭擦過療法）等の検

証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓

口を拡充すること。 

 

３．自己免疫疾患との関連など、新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究

明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

 

令和５年  月  日 
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衆 議院 議 長 細田 博之 殿 

参 議院 議 長 尾辻 秀久 殿 

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿 

 

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書（案） 

 

日本における認知症の人の数は推計値で約６００万人を超え、高齢化率の上昇に伴

い、今後も増加が見込まれており、将来を見据えての備えの拡充が求められている。 

今日、認知症の方への介護や医療の分野においては、認知症に対する知識や経験

の蓄積や、認知症を進行させる要因の解明など、大きな進展が見られる。 

また、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解のもと、

認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。 

よって政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域の構築のために、ま

た認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるために、以下の事項について特段の取り

組みを求める。 

記 

 

１．認知症の人に初期の段階から、家族や周囲の人々が、適切に対応するための、認

知症サポーター等の育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を

支援すること。 

 

２．認知症の重症化抑制や認知機能の維持のための、当事者や家族との連携を重視し

ながらの、薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。 

 

３．認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みづくり

など、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること。 

 

４．認知症のリスク低減につながる、生活習慣や栄養補給など、国民の日常をサポート

する、知識や情報を提供する体制を整備すること。 

 

５．認知症に対する施策を、国と地域が一体となって、総合的かつ総体的に推進するた

めの、「（仮称）認知症基本法」を整備すること。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

令和５年  月  日 
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経済産業大臣 西村 康稔 殿 

環 境 大 臣 西村 明宏 殿 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 

 

地域のグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）の促進を求める意見書（案） 

 

気候変動により、世界中で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動への対応は今や人類共

通の課題となっている。世界的に脱炭素への機運が高まる中、我が国においても ２０３０年度の温

室効果ガス４６％削減、２０５０年のカーボンニュートラル実現という目標を掲げている。 

今こそ、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築と共に、供給サイドにおける再生

可能エネルギー等の普及拡大による、地域のグ リーントランスフォーメーション（ＧＸ）が必要である。 

よって政府においては、飛躍的な省エネと革新的な創エネによる地域のＧＸで、新しい経済成長

を実現するために、下記の事項に総力をあげて取り組むことを強く要請する。 

 

記 

 

１．各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携して、省エネ効果の高い断熱窓への改修など

住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組合せた電力の自給自足への支援を強化すること。 

 

２．天候に左右されて出力変動が起きてしまう再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大

容量化・低コスト化とともに、余剰電気を水素で蓄えること等を可能とするための研究開発を加速

すること。 

 

３．家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池など、また産業向けの産業用ヒートポンプや

コージェネレーションなど、熱需要の脱炭素化・熱の有効利用に向けた設備等の導入を促進する

こと。 

 

４．２０３０年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備えて、廃棄や再生の施設整備への

投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理や更新など、再エネによる電力供給量を確保するた

めの制度的措置を検討すること。 

 

５．「系統整備」には莫大な資金が必要となるため、資金調達等が可能となる環境整備をすること。

さらに、期間短縮や経済合理性や、より効率的な送電システムの整備への技術開発を強化する

こと。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

令和５年  月  日 
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新型コロナ対策に対する意見書（案） 

 
感染症法は、感染症を危険性などに応じて１～５類と「新型インフルエンザ等」などに分類

している。新型コロナは現在「新型インフルエンザ等」に位置づけられ、２類以上の対応が可

能となっている。すでに大幅に緩和されているものの、感染者の行動制限などの根拠となって

きた。 
国は１月２７日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを５月の大型連休明けから

「５類」に引き下げると決めた。５類化を機に、法律ではなく予算措置として実施してきた対

策も含め、これまでの新型コロナ政策を大幅に縮小させようとしている。５類になると季節性

インフルエンザなどと同じ扱いになり、行政の役割は国民や医療関係者への情報提供などに限

定されるようになる。 
 新型コロナの感染力は季節性インフルよりはるかに高く、後遺症の重さや死者数の多さも際

立っている。季節性インフルの流行が冬季に現れやすいのに対し、新型コロナは２０２２年も

季節を問わず３度も感染拡大の大波（６～８波）を記録し、高齢者を中心に１日当たりの死者

数も最多更新が続いてきた。 
 現在は、新型コロナウイルスに感染して治療が必要になった場合、医療費の患者負担分は感

染症法や予算措置によって全額公費で賄われている。検査も、医師が必要と判断すれば全額公

費負担である。政府は、５類化後はこうした公費支援を「期限を区切って継続する」とし、一

定期間後に廃止する方針を明確にした。 
 いま対策の縮小・後退を議論するのは、“コロナは終わった”との誤ったメッセージを社会

に広げ、感染状況をさらに悪化させかねない。 
 公費負担が全てなくなった場合、窓口負担は高額療養費制度が適用されても７０歳未満の低

所得者で最大３万５４００円、報酬月額５１万５千円未満の人で同５万７６００円～８万円超

になる。検査や受診の抑制を招く危険があり、国民の命や健康を脅かすだけでなく、感染拡大

防止にも逆行する。 
 新型コロナが依然として強い感染力を保ち、変異を繰り返しているもとで、医療機関向けの

公的支援を縮小・廃止すれば、これまで以上の医療崩壊を招く危険がある。 
 よって、本町議会は、新型コロナ対策として、引き続き以下の点について、国に求める。 

記 
1． 医療現場の逼迫や感染対策の有効性など科学的で正確な情報を発信する。 
2． コロナ医療費・検査の公費負担などを継続し、期限を区切った機械的な打切りは行わな

い。 
3． パンデミックに対応できるよう医療体制を抜本的に強化する。 
4． 保健所の増設・専任の職員増など体制強化を図る。 
 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

２０２３年3月 日 
                             熊取町議会  

 

 
  衆議院議長／参議院議長／内閣総理大臣／財務大臣／厚生労働大臣   宛 
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最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書（案） 

第 8 波におよぶ新型コロナウィルス感染拡大と、気候変動や円安、ウクライナ危機などの影

響による異常な物価の高騰は、市民生活を圧迫し、中小零細企業を中心に打撃を与え、地域経

済を疲弊させている。特に、最低賃金近傍で働くパート労働者や派遣社員、契約社員などの非

正規雇用やフリーランスなど弱い立場の労働者の生活の状況は深刻である。 
このような状況を打開するには、賃金の底上げを図ることが不可欠であり、最低賃金の大幅

引き上げと地域間格差をなくす全国一律へ法改正をおこなうことがこれまで以上に重要になっ

ている。 
2022年の地域別最低賃金改定は、最高の東京で時給1,072円、大阪府では1,023円、最も低

い県では853円である。毎日８時間働いても年収150万～190万円であり、最低賃金法第９条３

項の「労働者の健康で文化的な生活」を確保することはできない。地域別であるがゆえに、大阪

府と東京都では、同じ仕事でも時給で49円もの格差がある。この地域間格差は、15年で2倍に

広がっている。 

日本の最低賃金は、地域別であることが引き上げを妨げる構造的な欠陥となっている。現行

法のランク制度では、最低賃金額が低い地域では、その冷え込んだ指標をもとに最低賃金額が

決められ、最低賃金額が低い地域は常に低いままとなり、人口の一極集中や若者の都市部への

流失を止めることもできず、最低賃金額が低い地域は、労働者の賃金が低くなり、年金、生活保

護費、公務員賃金など、あらゆる生活と経済格差につながっている。最低賃金額が低い地域の

経済の疲弊を生む原因になっている。 

世界各国と比較すると、日本の最低賃金は、主要先進 7 か国の中では、実質最下位となって

おり、世界14位にまで落ちこんでいる。ほとんどの国で、最低賃金制度が全国一律制をとって

おり、各国政府としても大胆な財政出動を行うことや、公正取引ルールを整備するなど具体的

な中小企業支援策を確実に実施し、最低賃金の引き上げを支えている。日本でも、中小企業へ

の具体的で十分な使いやすい支援策を抜本的に拡充・強化する必要がある。 

労働者の生活と労働力の質、消費購買力を確保しつつ、地域経済と中小企業を支える循環型

地域経済の確立によってこそ、誰もが安心して暮らせる社会が生成され、そのために、最低賃

金を全国一律制度にし、抜本的な引き上げをしていくことが望まれる。 

以上のことより、本町議会は下記の項目の早期実現を政府に対して強く求める。 

記 

１. 政府は、最低賃金法を全国一律制度に改正すること。 
２. 政府は、労働者の生活を支えるため、最低賃金1500円以上をめざすこと。 
３. 政府は、最低賃金の引き上げができ、経営が継続できるように、中小企業への支援策を抜

本的に拡充・強化し、国民の生命とくらしを守ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

２０２３年３月 日 
熊取町議会 

 

 

衆議院議長／参議院議長／内閣総理大臣／総務大臣／財務大臣／厚生労働大臣   宛 
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               （案） 
 

４熊議委第１０００６号 
令和５年３月 日 

 
 
 
 熊取町議会議長 二見 裕子 様 
 
 
 
                                      議会運営委員会 
                                                        委員長 江川 慶子 
 
 
 
 

閉会中の継続調査申出書 

 
 
 
 本委員会は、調査中の事件について、下記のとおり閉会中もなお継続調査を要するものと

決定したので、議会会議規則第７４条の規定により申し出ます。 
 
 
 

記 
 
 
 １．事  件  議長の諮問に関する事項及び臨時会が開かれる場合の会期日程等の議会

運営に関する事項 
 
 ２．理  由  上記事項について本委員会が閉会中もなお継続して調査する必要がある

ため 
 
 ３．調査期間  令和５年３月定例会閉会から令和５年４月３０日まで 
 
 
 

31


	①R050315議運レジュメ
	②追加議案報告
	③最終日議事日程
	④追加議事日程
	⑤委員会提出議案
	⑥委員会提出議案　条例文
	⑦意見書一覧
	⑧意見書1
	⑧意見書2
	⑧意見書3
	⑧意見書4(宛先追加分）
	⑧意見書5（宛先追加分）
	⑩継続調査申出書



